
河川審議会－専門部会の設置について（案） 

 

 

１ 専門部会の設置 

  武庫川水系の河川整備に関する事項（目標流量（治水安全度）、流域対策の実現

性とその効果量、既存ダムの治水活用の実現性とその効果量、新規ダムの環境へ

及ぼす影響等）の審議において、技術的、専門的な見地から検証を行うため、兵

庫県河川審議会条例第８条第１項に基づき、治水及び環境部会を設置する。 

 

 

２ 専門部会の構成員 

(1) 委員の人数は、現河川審議会委員２名程度に外部から特別委員２名程度を加

えて検討を進める。 

(2) 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱す

る。                     （河川審議会条例第４条） 

 ・河川に関して学識経験を有する者   

(3)  部会に属する委員及び特別委員は、会長が指名する。 

（河川審議会条例第８条第２項） 

 (4) 部会に、部会長を置く。        （河川審議会条例第８条第３項） 

(5) 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

（河川審議会条例第８条第４項） 

 

 

３ 専門部会の進め方 

 (1) 専門部会は平成 18 年度第 1 回審議会の承認を受け設置し、設置期間は当該

案件を専門部会が審議会へ報告し、審議会の答申まとめまでとする。 

 (2) 部会は適宜開催することとし部会長が召集する。また、非公開とする。 

(3) 部会での審議内容のうち中間とりまとめ等については、部会長の判断で議決

することができる。 
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武庫川水系の総合的な治水対策　推進体制

　 　　

諮問 答申 指示 報告
　 　 　

　 　
　

　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　 　
　 　

　 　

　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　 　
　 　

　 　

　
　　　　　　　　兵庫県河川審議会
　
　
　　　　※知事の諮問に応じ、次の事項等を調査審議
　　　　　　・河川整備基本方針の策定に関する事項
　　　　　　・その他２級河川に関する重要事項
 
　　会長　：　村本嘉雄　河川環境管理財団研究顧問
　　委員数：　１７名

　
　　　　　　　　　　　武庫川総合治水推進会議
　

　　 ※　河川整備基本方針､河川整備計画（原案）に係る協議・とりまとめ
　　　 　武庫川水系の整備のあり方と諸施策の協議・調整
　
　　　　委員長　　：　五百蔵副知事
　　　　委員長代行：  理事(技術担当)
　　　　副委員長　：　県民政策部長
　　　　　　　　　　　環境担当部長
　　　　　　　　　　　農林水産部長
　　　　　　　　　　　県土整備部長
　　　　　　　　　　　まちづくり復興担当部長
　　　　　　　　　　　公営企業管理者
　　　　　　　　　　　教育長
　　　　　　　　　　　神戸、阪神南、阪神北、丹波　各県民局長
　　　　委員　　　：　県民政策部　政策局長
　　　　　　　　　　　健康生活部　環境政策局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　環境管理局長
　　　　　　　　　　　農林水産部　農林水産局長
　　　　　　　　　　　県土整備部　土木局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　まちづくり局長
　　　　　　　　　　　企業庁　管理局長
　　　　　　　　　　　教育委員会事務局　教育次長
　　　　　　　　　　　神戸、阪神南、阪神北、丹波　各県民局副局長
　

　

河川管理者　：　知事

治水部会
　※治水､利水に関する
　　　　　専門的審議

〔現審議会委員〕

・河川分野の識者から
　２名程度

〔特別委員〕

・水文､水利分野等の
　識者から２名程度

環境部会
 ※河川環境に関する
  　　　　　専門的審議

〔現審議会委員〕

・環境分野等の識者から
　２名程度

〔特別委員〕

・環境､景観分野等の
　識者から３名程度

　 流域ＷＧ

座長：武庫川対策
　　　室長
　
構成員：関係課長

[テーマ]
･学校貯留
･公園貯留
･ため池貯留
･水田貯留
･森林保全
･土地利用
･開発指導

   治水ＷＧ

座長：武庫川対策
　　　室長

構成員：関係課長

[テーマ]
･整備水準
･治水ﾊﾞﾗﾝｽ
･河道対策
･洪水調整
･土砂対策
・危機管理

    環境ＷＧ

座長：武庫川対策
　　　室長
　
構成員：関係課長

[テーマ]
･新規ダム等の治
水対策による環境
影響
･水系の自然環
境､水環境、景観

   水資源ＷＧ

座長：武庫川対策
　　　室長

構成員：関係課長

[テーマ]
･既存ダムの治水
　活用
･水循環

提案、協議、調整 提案、協議、調整

　
　　　総合治水対策連絡協議会

　※流域対策（学校､公園､ため池､水田
　　への雨水貯留)の実現性を検討､協議

　〔会長〕　武庫川対策室長
　
　・県　　　農林水産部、県土整備部、
　　　　　　教育委員会事務局
　・県民局　神戸､阪神南､阪神北､丹波
　・流域７市　尼崎市､西宮市､伊丹市､
　　　　　　　宝塚市､神戸市､三田市､
　　　　　　　篠山市
　　　　　　　　　　　　　　　　等
　　〔事務局〕　武庫川企画調整課

　
　　　　既存ダム活用協議会
　
　
　　※既存ダム治水活用の可能性・方策
　　　について検討、協議

　〔会長〕武庫川対策室長

　・県　　：　県民政策部、県土整備部
　　　　　　　企業庁
　・県民局：　神戸､阪神北
　・水道事業者：神戸市、西宮市
　・関係団体：阪神水道企業団
　

　　〔事務局〕　　武庫川企画調整課

　　〔事務局長〕   ：　県土整備部長
　　〔事務局次長〕：　武庫川対策室長
　　〔 事務局 〕    ：　武庫川対策室

説明

意見
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     河川整備基本方針・河川整備計画作成に向けた取り組み 

 

 

１ 推進体制の整備 

 

(1) 武庫川総合治水推進会議の設置 

武庫川水系の河川整備基本方針・河川整備計画の策定や、諸施策に係る総合調整を図

るため、副知事を委員長とする「武庫川総合治水推進会議」を設置する。 

 

(2) 武庫川対策室の設置 

武庫川総合治水対策について、総合的見地から検討・検証を推進し、関連事業に係る

庁内の横断調整を図るため、本庁に「武庫川対策室」を設置する。 

 

(3) 武庫川企画調整課の設置 

     武庫川流域委員会からの提言の実現性や効果を検証するとともに、武庫川峡谷の環境

調査の実施、武庫川水系における河川整備基本方針、河川整備計画（素案）の作成等、

武庫川治水に係る業務を専任で処理するため、県土整備部土木局に「武庫川企画調整課」

を設置する。 

 

(4) 総合治水対策連絡協議会の設置 

   県関係部局、県民局、流域関係市からなる「総合治水対策連絡協議会」を設置し、流

域対策の実現性を検討、協議する。 

 

(5) 既存ダム活用協議会の設置 

既存ダムの治水活用について、各施設の管理者ならびに県関係部局からなる「既存ダ

ム活用協議会」を設置し、各水道事業管理者等との協議、調整を行う。 

 

(6) 河川審議会専門部会の設置 

武庫川水系の河川整備に関する事項（目標流量（治水安全度）、流域対策の実現性とそ

の効果量、既存ダムの治水活用の実現性とその効果量、新規ダムの環境へ及ぼす影響等）

について、技術的、専門的な見地から検証を行うため、河川審議会に治水及び環境部会

を設置する。 

 

２ 環境調査の実施 

新規ダムの環境課題について、武庫川流域委員会からの「新規ダムに係る環境問題につ

いて審議したが、なお長期にわたる解明が必要な検討課題が多く残されており、現段階で

は整備計画に位置づけず、次期整備計画へ向けての検討課題と位置付ける。」との意見を受

けて、これまでの環境調査の補足調査や、新たな指摘事項についての調査を実施するとと

もに、環境保全対策の検討や貴重種の移植実験等を行うなど、新規ダムが環境へ及ぼす影

響について説明できる資料を作成する。 
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流域委員会との意見交換

整備計画（原案）H21.9

H22.7 整備計画（案）

パブリック・コメント（意見聴取）

流域委員会からの提言

流域委員会との意見交換

基本方針（原案）

流域住民への説明会

H19.12 基本方針（案）

パブリック・コメント（意見聴取）

河川審議会諮問

流域委員会からの提言

H19.5

委員会からの８月提言

専門委員会、総合治水対策連絡協議会、既存ダム活用協議会の設置

国交省及び関係機関との協議

武庫川水系河川整備基本方針・整備計画策定のながれ

・流域対策の具体的検討
・既存ダム治水活用の具体的検討
・武庫川峡谷環境調査の実施
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